
1/2 

ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 

ソフトバンクカード会員規約 新旧対照表 平成 28年 9月 29日改定 

 

 下線は変更部分 

ソフトバンクカード会員規約  

現行 改定案 改定事由 

【総則】 

第１条～第 3条     (記載省略) 

 

 

第 4条（本カードの機能） 

1. 会員は、本規約およびＴ会員関連規約に従い、プリ

ペイドカードサービス、資金移動サービスおよび T 

ポイントサービスを利用することができます。 

 

 

 

2.          （記載省略） 

 

 

第 5条～第 20条    (記載省略) 

 

 

【プリペイドカードサービス】 

第 21条～第 25条    (記載省略) 

 

 

 

 

 

【資金移動サービス】 

第 26条(資金移動サービス) 

1.   会員は、当社所定の手続きに従い、以下の方法に

より資金移動サービスをご利用いただけます。          

(1)から(4)      （記載省略） 

(5)          (新設) 

 

2.           (記載省略) 

 

3.           (記載省略) 

 

4.           (記載省略) 

 

5.           (記載省略) 

 

6.           (記載省略) 

 

7.           (記載省略)  

 

 

【総則】 

第１条～第 3条     (現行通り) 

 

 

第 4条（本カードの機能） 

1. 会員は、本規約およびＴ会員関連規約に従い、プリ

ペイドカードサービス、資金移動サービスおよび T 

ポイントサービスを利用することができます。ただ

し、会員は、前条第 3項に定める手続き（「犯罪によ

る収益の移転防止に関する法律」に定める取引時確

認の手続きを含みます、以下「本人確認手続」とい

います）が完了していない場合には、資金移動サー

ビスは利用することができません。 

 

2.          （現行通り） 

 

 

第１条～第 20条    (現行通り) 

 

 

【プリペイドカードサービス】 

第 21条～第 25条    (現行通り) 

 

 

【資金移動サービス】 

第 26条(資金移動サービス) 

1．以下の資金移動サービスは、本人確認手続が完了した

会員のみご利用いただけます。 

(1)から(4)      (現行通り) 

(5)現金バリューのチャージ 

 

2.           (現行通り) 

 

3.           (現行通り) 

 

4.           (現行通り) 

 

5.           (現行通り) 

 

6.           (現行通り) 

 

7.           (現行通り) 

 

 

 

 

 

 

 

「犯罪によ

る収益の移

転防止に関

する法律」

が定める取

引時確認が

完了してい

ない場合、

資金移動サ

ービスを提

供すること

ができない

ので、かか

る事項を明

確にするた

め。 

 

 

 

「犯罪によ

る収益の移

転防止に関

する法律」

が定める取

引時確認が

完了してい

ない場合、

資金移動サ

ービス（現

金バリュー

へのチャー

ジを含みま

す）を提供

することが

できないの

で、かかる

事項を明確

に す る た

め。 
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ソフトバンクカード会員規約  

現行 改定案 改定事由 

第 27条～第 33条    (記載省略) 

 

 

【おまかせチャージ】 

第34条        （記載省略） 

 

 

【一般条項】 

第35条～第40条    （記載省略） 

 

（新設） 

第 27条～第 33条    (現行通り) 

 

 

【おまかせチャージ】 

第34条        （現行通り） 

 

 

【一般条項】 

第35条～第40条    （現行通り） 

 

（2015 年 3月 1日制定） 

 （2015年 5月 12日改定実施） 

（2015年 7月 1日改定実施） 

（2016年 7月 1日改定実施） 

（2016年 9月 29日改定実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 約 の 制

定・改定年

月日が記載

されていな

か っ た た

め。 

 

ソフトバンクカードにおける個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供・預託)に関する同意条項 改定事由 

現行 改定案  

第 1条～第 9条   （記載省略） 

 

（2015年 3月 1日制定）  

（2015年 5月 12日改定実施）  

（2015年 7月 1日改定実施）  

（2015年 9月 1日改定実施） 

（新設）     

第 1条～第 9条   （現行通り） 

 

（2015年 3月 1日制定） 

（削除)     

（2015年 7月 1日改定実施） 

（2015年 9月 1日改定実施） 

（2016年 3月 25日改定実施） 

 

 

改 定 年 月

日 に 誤 り

が あ っ た

ため。 

 

ソフトバンクカード会員 WEB サイト同意条項 改定事由 

現行 改定案  

第 1条～第 5条   （記載省略） 

 

（2015年 3月 1日制定） 

 （2015年 7月 1日改定実施） 

 （2015年 9月 1日改定実施）  

（2016年 3月 25日改定実施） 

第 1条～第 5条   （現行通り） 

 

（2015年 3月 1日制定） 

（2015年 7月 1日改定実施） 

（2015年 9月 1日改定実施） 

(削除)     

 

改 定 年 月

日 に 誤 り

が あ っ た

ため。 

 

 

 

 

以上 


